
生活にお困りの方への支援（主なもの）

■ご相談・申込み先 各市町村社会福祉協議会
■コールセンター 0120-46-1999  9:00～21:00（土日・祝日含む）

①緊急小口資金
休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のために貸付を必要とする
世帯

・限度額１０万円以内
ただし、学校等の休業、個人事業主等の特例の場合は２０万円以内

・貸付利率 無利子 ・保証人不要 ・償還期限 ２年以内（据置期間１年以内）
②総合支援資金
収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯

・限度額 単身世帯：月額１５万円以内 複数世帯：月額２０万円以内
・貸付利率 無利子 ・保証人不要 ・貸付期間 原則３か月以内
・償還期限 １０年以内（据置期間１年以内）
■ ①、②いずれも貸付申込受付は12月末までとなります。
■ 今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世
帯の償還を免除することができることとしています。

■ まず、緊急小口資金で貸し付け、なお、収入の減少が続く場合等には、さらに総合支
援資金で３ヶ月貸し付けることで対応。総合支援資金については、申請の際に、償還開
始までに自立相談支援機関からの支援を受けることに同意することをもって貸付を行い
ます。

・実施主体 市町村
・給付対象者 基準日（令和2年4月27日）において、住民基本台帳に記録されて

いる方
・受給権者 その者の属する世帯の世帯主
・給付対象者1人につき１０万円

■問い合わせ先 各市町村
■コールセンター 0120-260-020  9:00～20:00（土日・祝日含む）

児童手当を受給する世帯に対し、臨時特別の給付金（一時金）を支給

・対象児童一人当たり１万円

新型コロナウイルス感染症に関する支援について（１０月２０日現在）

○新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の方や県民の方を支援するための制度等をご案内します。
この他にも、お住まいの市町村で独自の支援策を実施している場合もありますので、必要に応じてお住まいの市町村へお問い合わせください。

・新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方に対しては
減免や徴収猶予が認められる場合があります。

・感染者となって働けなくなった方等に対しては、傷病手当金の支給が認められ
る場合があります。

・国保の被保険者資格証明書を交付されている方が、新型コロナウイルス感染症
の発症の疑いで、帰国者・接触者相談センターに 相談した上で帰国者・接触者
外来の受診等をした場合の窓口の負担割合は、被保険者証と同様となります。

【青森県】

児童扶養手当を受給する世帯等に対し、臨時特別の給付金（一時金）を支給

・１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円。さらに収入減の場合５万円

○特別定額給付金

○子育て世帯への臨時特別給付金

○ひとり親世帯への臨時特別給付金

○生活福祉資金貸付制度の特例貸付（償還免除の特例あり）

○国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険制度の保険料の減免、傷病手当金の支給等

■問い合わせ先 各市町村、青森県後期高齢者医療広域連合

高校生・大学生に関する支援（主なもの）

保護者が失職するなどにより収入が減少し、家計が急変した世帯の授業料の減
免や奨学のための給付金の支給を行います。

■問い合わせ先 (県立)青森県教育庁学校施設課財務グループ 017-734-9873

(私立)青森県総務部総務学事課学事振興グループ 017-734-9869

新型コロナウイルス感染症により家計が急変した世帯の生徒の採用募集を随時受け
付けています。また、返還者の収入が著しく減少した場合等は返還猶予願いの提出
により返還を猶予することができます。

■問い合わせ・申込み先
・高等学校奨学金（採用募集）現在在学している高等学校等

（返還猶予）公益財団法人青森県育英奨学会017-734-9879
・大学奨学金 現在在学している大学、独立行政法人日本学生支援機構等

○県立・私立高等学校等における教育費負担の軽減

○高等学校奨学金・大学奨学金の緊急募集等

■問い合わせ先 各市町村
■コールセンター 0120-271-381  9:00～18:30（土日・祝日を除く）

■問い合わせ先 各市町村
■コールセンター 0120-400-903  9:00～18:00（土日・祝日を除く）

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させら
れた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金（休業手当）を受けることができな
かった方に対して、当該労働者の申請により、休業支援金・給付金を支給します。

・対象者 令和２年4月1日から12月31日までの間に事業主の指示を受けて休業
（休業手当の支払なし）した中小企業の労働者

・支給額 ①× ②
①１日当たり支給額(11,000円が上限)：休業前の１日当たり平均賃金
× 80％

②休業実績：各月の日数（30日又は31日） － 就労した又は労働者の事
情で休んだ日数

■問い合わせ先 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276(平日 8:30～20:00, 休日 8:30～17:15)

○新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金



○県営住宅の提供
入居対象者

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等による解雇等により、住まいの
確保が困難となった方。（世帯又は単身）
（例）
・雇用先からの解雇等に伴い、現に居住している住居から退去を余儀なくされる方
・雇用先の住居手当等により居住可能だった住居から退去を余儀なくされる方
・解雇等により離職したが、失業等給付を受給することができず、現に居住している住居
から退去を余儀なくされる方

対象となる県営住宅
県営住宅
の所在地

団地名（所在地、間取り・募集戸数）

青森市
野木和（青森市大字羽白字沢田、3LDK・１戸）
戸山第二（青森市赤坂１丁目、4DK・２戸）
戸山第三（青森市赤坂１丁目、3DK・１戸）

弘前市

城西（弘前市大字城西３丁目、3DK・１戸）
小沢（弘前市大字桜ヶ丘４丁目、3LDK・２戸、3K・１戸）
宮園第二（弘前市大字宮園４丁目、3DK・１戸）
宮園第二（弘前市大字青山３丁目、3DK・１戸）

八戸市 河原木（八戸市下長４丁目４番、3K・4戸、3LDK・1戸）

五所川原市 広田（五所川原市みどり町５丁目、3LDK・２戸）

十和田市 上平（十和田市大字三本木字上平、3LDK・3戸）

県営住宅
の所在地

受付場所及びお問い合わせ先

※まず、お電話でお問い合わせください

青森市
コーポラス青森グループ 県営住宅青森管理事務所（代表：豊産管理㈱）
（住所）青森市大字大野字前田21-11 （電話）017-762-7818

弘前市
コーポラス青森グループ 県営住宅弘前管理事務所（代表：豊産管理㈱）
（住所）弘前市大字清野袋一丁目11-7 （電話）0172-31-3323

八戸市
株式会社東北産業
（住所）八戸市八太郎一丁目1-8 （電話）0178-20-4002

五所川原市
株式会社サン・コーポレーション
（住所）五所川原市大字金山字亀ヶ岡46-18 （電話）0173-38-3181

十和田市
上北地域県民局 地域整備部 建築指導課
（住所）十和田市西十二番町20-12十和田合同庁舎内（電話）0176-22-8111

家賃（世帯収入により算出）、駐車場使用料、水道光熱費、共益費等入居者負担
敷金 家賃の３か月分（納付の猶予措置があります。）
入居期間 １年を超えない期間（事情等による更新の可能性があります。）
連帯保証人 原則として１名（三親等以内の親族であれば県外居住でも可。）

生活にお困りの方への支援（主なもの）

住居に関する支援（主なもの）

■問い合わせ先 各市町村生活困窮者自立支援制度担当課
■コールセンター 0120-23-5572  9:00～21:00（土日・祝日含む）

・支給対象 離職・廃業後2年以内、または給与等を得る機会が当該個人の責に帰
すべき理由・都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況で
住居を失うおそれが生じている方

・支給要件 収入が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12＋国が定める
家賃相当額を超えないこと等

・支給期間 原則３か月（求職活動等を誠実に行っている場合は３か月延長可能
（最長９か月まで））

○住居確保給付金の拡充

■問い合わせ先（国税）各税務署（県税）各地域県民局県税部（市町村税）各市町村
（各種公共料金）各事業者

新型コロナウイルス感染症の影響により支払いが困難な方に対して支払の猶予を
行います。猶予の要件等は下記に問合せください。

○国税・地方税や各種公共料金の支払の猶予

新型コロナウイルスの影響などで、仕事を探している方や副業・兼業を検討して
いる方に、農業法人等の求人情報を提供します。
仕事の内容は、栽培管理の補助作業や、室内で行う調製作業など、初心者でもす
ぐ対応できる作業を想定しています。

■問い合わせ・申込み先
・農業労働力 ワンストップ相談窓口（（公社）あおもり農林業支援センター）
電話：017-773-3131

就労に関する支援（主なもの）

税制措置等（主なもの）

○農業法人でのアルバイト紹介を希望の方

青森新卒応援ハローワーク 青森県観光物産館アスパム3階(017-774-0220)
・内定が取り消されてしまいそうなとき

内定取消の回避に向けた事業主への働きかけを行います。
・内定が取り消されてしまったとき

新たな就職先の確保に向けて、個別にきめ細かに支援します。

家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生等で、新型コロナ
ウイルス感染症拡大による影響で当該アルバイト収入が大幅に減少し、大学等での
修学の継続が困難になっている学生を支援します。大学・短大・高専・専門学校生
等に対して1人当たり20万円(住民税非課税世帯の場合),10万円(左記以外の場合)を
給付します。

■問い合わせ・申込み先 各大学等の学生課等の窓口

○学生支援緊急給付金

○新卒者内定取消等特別相談窓口



■子どもに関する相談窓口（各児童相談所）以下のアドレスでメールも受け付けています

メールアドレス kodomo-madoguchi@pref.aomori.lg.jp

■ひとり親家庭の方へ

母子父子寡婦福祉資金貸付に関する問い合わせ・申込み先

各地域県民局地域健康福祉部福祉総室、福祉こども総室

※青森市在住の方は青森市福祉事務所、八戸市在住の方は八戸市福祉事務所

■DVに悩んでいる方へ

「DV相談ナビ」全国共通番号 #8008 (最寄りの相談窓口へ電話を自動転送します)

「DV相談+（プラス）」電話、メール、チャットでの相談

0120-279-889、http://soudanplus.jp/

（電話・メールは24時間受付、チャットは12:00～22:00)

■こころの悩み事がある方へ

青森県立精神保健福祉センター「こころの電話」017-787-3957,3958 (9:00～16:00)※

生活と健康をつなぐ法律相談（青森県障害福祉課申込専用電話）

017-734-9310（月・水・金 9:00～16:00）※

※土日、祝日、年末年始を除く

■様々な問題でお悩みの女性の方へ

青森県男女共同参画センター相談室017-732-1022(9:00～16:00)※毎週水曜日を除く

■借金（多重債務）などでお困りの方へ

消費者ホットライン （局番なし）188(平日9:00～17:30、土・日・祝10:00～16:00)

東北財務局青森財務事務所 017-774-6488(平日8:30～12:00、13:00～16:30)

消費者信用生活協同組合 青森事務所 0120-102-143、八戸事務所 0120-102-084

弘前事務所 0120-102-354 (青森・八戸 平日及び第2･4土曜日9:00～17:00、

弘前 平日9:00～17:00)

■新型コロナウイルスに便乗した悪質商法・詐欺等に関する相談

消費者ホットライン（局番なし）188(平日9:00～17:30、土・日・祝10:00～16:00)

給付金・豪雨関連消費者ホットライン0120-213-188(10:00～16:00)

警察相談専用電話#9110(平日8:30～17:00)

各種相談窓口（主なもの）

mailto:kodomo-madoguchi@pref.aomori.lg.jp


雇用調整助成金は経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を
図った場合に、休業手当等の一部を助成するものです。

・特例措置の対象 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主（全業種）
・休業手当に対する上限額の引き上げと助成率の拡充

中小企業2/3 → 4/5（解雇等を行わず雇用維持を行う場合１０／１０）
日額上限額 8,370円 → 15,000円

・雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象
・生産指標の要件を3か月10％以上減少から1か月5％以上減少に緩和 等

※令和2年９月３０日現在

■問い合わせ先 最寄りの各ハローワーク
青森労働局TEL017-721-2003(職業対策課)

■コールセンター 0120-60-3999（毎日9:00～21:00）

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を
支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給します。

・給付対象者
中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人

等で、新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で
50％以上減少している方（農林漁業者なども含む）

・給付額
中小法人等２００万円以内、個人事業者等１００万円以内

※前年の総売上（事業収入）－前年同月比▲50％月の売上×12か月
※ただし、昨年１年間の売上からの減少分が上限

■問い合わせ先 持続化給付金事業 コールセンター
0120-279-292（毎日8:30～19:00）※土曜日祝日を除く

■申請サポート会場案内 https://www.meti.go.jp/covid-19/shinsei-support.html

○資金繰りにお困りの方

新型コロナウイルス感染症により、売上高等が減少している方は「経営安定化サポート資金『災害枠』」の融資を活用いただける場合があります。

■取扱金融機関 県内金融機関

（銀行、信用金庫、信用組合、商工中金）

■問い合わせ先 青森県信用保証協会

TEL017-723-1354（保証業務課）

青森県商工労働部商工政策課

TEL017-734-9368（商工金融グループ）

融資対象 限度額 影響を受ける売上高 融資利率 信用保証料の助成 融資期間
（うち据置期間）

▲5％以上
借入後
3年間補給

原則
年0.9％

100％助成
（５年以内）

小・中規模事業者

個人事業主
4,000万円

10年以内

利子の補給

※利子の補給及び信用保証料の助成を受けるに当たっては、 各市町村によるセーフティネット４号、５号、危機関連保証の認定を受ける必要があります。

【実施期間】令和２年１２月３１日までに保証申込を受付し、かつ令和３年１月３１日までに融資実行するものに限る。

○持続化給付金

○雇用調整助成金の特例措置の拡大（令和2年4月1日から12月31日まで）

○青森県新しい生活様式対応推進応援金

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止と事業の維持発展に向けて「新しい生
活様式」を実践している事業者（農林漁業者のほか、各種法人（ＮＰＯ法人、医療法

人等）も含まれる）に対し、応援金を支給します。
【応援金の額】 １０万円
【支 給 要 件】 新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が前年同月比

で20%以上減少した月があること、税の申告をしていること、
適切な感染防止対策に取り組んでいること 等

【申 請 期 間】 令和２年７月２７日（月）～１０月３１日（土）当日消印有効

■問い合わせ先 青森県新しい生活様式対応推進応援金電話相談窓口
0120-945-769（通話料無料） (平日9:00～17:00)

http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/atarashii_seikatsu_ouenkin.html

中小・小規模事業者、個人事業主の方向け（主なもの）

５月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を
下支えするため、地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金を支給します。

・支給対象（①、②、③すべてを満たす事業者）
①資本金１０億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含

む個人事業者※

※医療法人、農業法人、ＮＰＯ法人、社会福祉法人など会社以外の法人も幅広く対象

②５月～１２月の売上高について、１ヵ月で前年同月比▲５０％以上、または、
連続する３ヵ月の合計で前年同期比▲３０％以上

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
・給付額

申請時の直近１カ月における支払賃料（月額）に基づき算定した 給付額（月
額）の６倍
※法人の給付額（月額）の算定方法は以下のとおり。１００万円が上限額。

支払賃料（月額）が７５万円以下の場合 支払賃料（月額）×2/3
支払賃料（月額）が７５万円以上の場合 50万円＋（支払家賃（月額）の75万円の超過分×1/3）

個人事業者の給付額（月額）の算定方法は以下のとおり。５０万円が上限額。
支払賃料（月額）が７５万円以下の場合 支払賃料（月額）×2/3
支払賃料（月額）が７５万円以上の場合 25万円＋（支払家賃（月額）の37.5万円の超過分×1/3）

■問い合わせ先 家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930（毎日8:30～19:00）※土曜日祝日を除く

○家賃支援給付金



○令和２年度新しい生活様式対応組合等支援補助金

新しい生活様式に対応した商品・サービスの提供や、長期にわたる自粛生活に
よる購買意欲の低下・外出への不安を払拭する取組など、新型コロナウイルス感
染症の影響を乗り越えるための事業協同組合等が行う取組に対し補助します。

【補助上限】 300万円（ただし、企業組合は50万円）
【補 助 率】 3/4以内

■問い合わせ先 青森県中小企業団体中央会
http://jongara.net/blog/archives/6267

（連携支援１課）電話017-777-2325 メールrenkei-one@jongara.net
（ 八 戸 支 所 ）電話0178-43-6525 メール8nohe@jongara.net
（ 弘 前 支 所 ）電話0172-39-7002 メールhirosaki@jongara.net

中小・小規模事業者、個人事業主の方向け（主なもの）

○新しい生活様式対応ビジネスモデル構築支援事業費補助金
＜ビジネスモデルトライアル枠＞

新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、県内中小企業者等が行う、
新しい生活様式に対応したビジネスモデルを構築するためのトライアル（試行・
検証）に要する経費の一部を補助します。

【申請期間】令和2年7月21日（火）から令和2年9月4日（金）17時（必着）
【 補 助 】上限：100万円 下限：30万円 補助率：3/4以内

■問い合わせ先 公益財団法人21あおもり産業総合支援センター
電話017－777－4066 FAX017－721－2514
メールjyoseikin@21aomori.or.jp

（公募要領、提出様式等：https://www.21aomori.or.jp/jyosei/new-business-model.html）

＜ビジネスモデル転換枠＞
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、県内中小企業者等が行う、
新しい生活様式に対応したビジネスモデルの転換等に要する経費の一部を補助し
ます。

【申請期間】令和2年7月21日（火）から令和2年8月28日（金）17時（必着）
【 補 助 】上限：500万円 下限：50万円 補助率：3/4以内

■問い合わせ先 青森県商工労働部 地域産業課 経営支援グループ
電話017－734－9373 FAX：017－734－8107 
メールchiikisangyo@pref.aomori.lg.jp

（公募要領、提出様式等：
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/chiikisangyo/new_business_model.html）

〇令和2年度青森県新型コロナウイルス感染症対策医工連携推進事業費補助金

県では、ライフ（医療・健康・福祉）関連分野における産業の活性化を図りなが
ら、新型コロナウイルス感染症対策を推進するため、県内中小企業による医療福
祉関連機器等の商品・試作品開発に向けた取組、顧客ニーズ等に基づく商品や試
作品の改良に要する経費の一部を補助します。

【補助上限】 150万円
【補 助 率】 1/2以内

■問い合わせ先 青森県商工労働部 新産業創造課 ライフイノベーション推進グループ
電話017-734-9420 FAX017-734-8115
メールsozoka@pref.aomori.lg.jp

（公募要領、提出様式等：
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/sozoka/covid19_ikourenkei_hojyokin_koubo.html）

新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者を
支援します。

①ものづくり・商業・サービス補助金
新製品・サービス開発や生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援
【特別枠】補助上限：1,000万円 補助率：最大3/4 （通常1/2）、小規模2/3
【事業再開枠】補助上限：50万円 定額(10/10) ※特別枠に上乗せ

②持続化補助金
小規模事業者の販路開拓等の取組を支援
【特別枠】補助上限：100万円（通常50万円） 補助率：最大3/4(通常2/3)

【事業再開枠】補助上限：50万円 定額(10/10) ※通常枠・特別枠に上乗せ

③ＩＴ導入補助金
ＩＴツール導入(PC・タブレット端末のレンタルも対象)による業務効率化等を支援
補助上限：30～450万円 補助率：最大3/4 （通常1/2）

■問い合わせ先 ものづくり補助金事務局 http://portal.monodukuri-hojo.jp/

■問い合わせ先 全国商工会連合会 https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/
日本商工会議所 https://r1.jizokukahojokin.info/

■問い合わせ先 一般社団法人サービスデザイン推進協議会 https://www.it-hojo.jp/

○生産性革命推進事業の特別枠・事業再開枠の創設

受付終了

受付終了

受付終了

○青森県中小企業デジタル化推進事業費補助金

新型コロナウイルス感染症の拡大防止等を目的として、県内中小企業者がテレ
ワークやウェブ会議、非対面型ビジネスに使用するためのPCの購入に要する経
費の一部を補助します。

【補 助 率】 4分の3
【補助上限額】 10万円

■問い合わせ先 青森県 商工労働部 新産業創造課
電 話：017－734－9418
メール：sozoka@pref.aomori.lg.jp
U R L：https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/ict/digital_hojo.html

○経営課題解決に向けた専門家の派遣 (エキスパートバンク【コロナ枠】)

新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている事業者の経営改善及
び課題解決を支援するため、専門家を３回まで無料で派遣します。
・対象者 新型コロナウイルス感染症の影響により月間事業収入が前年同月

比で20％以上減少した月がある事業者
・費用負担 １テーマにつき３回まで無料（４回目以降は３分の１負担）

■問い合わせ先 県内の各商工会議所及び各商工会



中小・小規模事業者、個人事業主の方向け（主なもの）

特定非営利活動法人あおもりIT活用サポートセンター
電話070-6951-4624 メールaomori.telework@aoit.jp
https://aoit.jp/news/aomori_telework

テレワークの導入に意欲的な企業に対し、ＩＴ専門家が電話・メール等による相談
対応等を行います。
（相談内容例）・オンライン会議システムを使って社内会議や採用活動をしたい

・社内でスケジュール管理を一元化したい
・テレワーク導入に活用できる補助金が知りたい

○あおもりテレワーク相談所 相談窓口

【新型コロナウイルス感染症に関する経営相談窓口】
■日本政策金融公庫 青森支店 017-734-2511(中小企業事業)

017-723-2331(国民生活事業)

弘前支店 0172-36-6303八戸支店0178-22-6274

■商工中金 青森支店 017-734-5411、八戸支店0178-45-8811

■青森県信用保証協会 017-723-1354

■青森県よろず支援拠点 017-721-3787

■各商工会議所 ■青森県商工会連合会 ■青森県中小企業団体中央会

税制措置（主なもの）

・国税・地方税の徴収の猶予の特例

・中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減

・欠損金の繰戻しによる還付の特例

■問い合わせ先 （国税）各税務署 （県税）各地域県民局県税部 （市町村税）各市町村



新型コロナウイルス感染症の発生により、経営に影響を受けた農林漁業者は、優
遇された金融支援策がご利用いただけます。

■取扱金融機関 県内融資機関（日本政策金融公庫青森支店、農協、銀行、信漁連等）

■問い合わせ先 青森県団体経営改善課 TEL017-734-9459（農業団体指導グループ）

青森県水産振興課 TEL017-734-9588（水産経営グループ）

農 林 漁 利子 担保 保証料 限度額

農林漁業セーフティネット資金 ○ ○ ○
1,200万円

まで増額

農林漁業施設資金 ○ ○ ○

スーパーL資金 ○

経営体育成強化資金 ○

農業近代化資金 ○

農業経営負担軽減支援資金 ○

漁業近代化資金 ○

漁業経営維持安定資金 ○
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農林漁業者の方など向け（主なもの）

○資金繰りにお困りの方○経営継続補助金

農林漁業者の感染防止対策や販路回復・開拓、経営継続に向けた取組に対して補
助します。（２次募集受付：10月19日から11月19日）
<補助対象事業>

① 販路回復・開拓など経営の継続に向けた取組
② 感染防止対策の取組（①の取組と併せて行う、事業活動本格化のための

業種別ガイドライン等に即した取組）
【補助上限】 ①の取組 100万円、②の取組 50万円
【補 助 率】 ①の取組 3/4以内、②の取組 定額

<補助要件>
・農林漁業を営む個人又は法人で、常時使用する従業員が20人以下。
・①の補助対象経費の1/6以上を「(1)接触機会を減らす生産・販売への転換」や

「(2)感染時の業務体制の構築」のいずれかに充てることが必要。
・また、農協や農業経営相談所等の支援機関による計画作成・申請から実施

までの伴走支援を受けることが必須。

■問い合わせ先 コールセンター 03-6447-1253
9:30～12:00、13:00～17:30（土日祝日、年末年始を除く）

※申請に際しては、農協・漁協・森林組合・農業経営相談所等の「支援機関（ホームペー
ジで順次公表されています）」の確認が必要ですので、余裕を持って支援機関にお問合
せの上、相談してください。

○高収益作物次期作支援交付金

新型コロナウィルスの影響による需要の減少により市場価格が低落するなどの影
響を受けた野菜・花き・果樹・茶等の次期作に前向に取り組む生産者を支援します。
なお、令和2年10月12日に大幅な運用の見直しがありましたので、内容については
地域の事業実施主体にご確認ください。
<支援対象となる生産者>

令和２年２月から４月の間に野菜、花き、果樹、茶の出荷実績等のある生産者
<支援内容>
①需要対応のための生産支援（売上げの減少についての申告書の提出が必要）
・露地栽培及び以下の施設栽培を除いたもの

５万円／１０ａ（中山間地域等では単価を１割加算）
・施設栽培のうち加温装置又はかん水装置がある施設における高集約型品目

花き、大葉及びわさび ８０万円／１０ａ
マンゴー、おうとう、ぶどう ２５万円／１０ａ

②需要促進の取組支援
・新たな直販等を行うためのＨＰ等の環境整備
・新品種・新技術導入等に向けた取組
・海外の残留農薬基準の対応又は有機農業・ＧＡＰ等の取組

取組毎に２万円／１０ａ（中山間地域等では単価を１割加算）
③厳選出荷の取組

・高品質なものに限定して出荷するなどの工夫を行う生産者に対して、その取組
を行った人数・日数（作業従事者1人につき90日まで）に応じ、１人・１日当
たり２，２００円を支援
【対象品目】花き、茶、施設栽培の大葉、わさび、マンゴー、おうとう及び

ぶどう

■問い合わせ先 青森県農林水産部 農産園芸課 企画管理グループ 017-734-9479

■申請先 地域毎等に設置される事業実施主体


